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議案第９９号                平成  年  月  日議決 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関 

する条例の制定について 

 農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を

ここに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３９号 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条  

例 

（津市農業委員会の部会に関する条例の一部改正） 

第１条 津市農業委員会の部会に関する条例（平成１８年津市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「。以下「法」という。）第１９条第１項及び同条第３項の規定

に基づき設置する」を「）第１６条第１項及び第５項の規定に基づき、」に

改める。 

  第２条中「、第２農地部会及び農業振興部会」を「及び第２農地部会」に

改める。 

第３条の見出し中「農地部会」を「部会」に改め、同条中「法第１９条第

１項の規定による各部会を構成する」を「各部会の」に改め、同条各号を次

のように改める。 

 第１農地部会 １４人 

 第２農地部会 １０人 

  附則第２項を削り、附則第 1 項の見出し及び項番号を削る。 

（津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部改正） 

第２条 津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例（平成１８年津

市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

津市農業委員会の委員等の定数に関する条例 

本則中「農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第７条第
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１項の規定に基づき、」及び「選挙による」を削り、「４０人」を「２４人」

に改め、本則を第２条とし、同条に見出しとして「（農業委員会の委員の定

数）」を付し、同条の前に次の１条を加える。 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第８条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、津市農業委員会の委員

及び津市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。 

本則に次の１条を加える。 

（農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 津市農地利用最適化推進委員の定数は、８６人とする。 

 （委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年津市条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  別表農業委員会委員の項の次に次のように加える。   

（津市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 津市証人等に対する実費弁償に関する条例（平成１８年津市条例第４

４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２９条第４項」を「第３５条第４項」に、「その他の関係人」

を「、関係人等」に改める。 

 第２条第７号中「第２９条第１項」を「第３５条第１項」に、「関係人」

を「関係者」に改める。 

（津市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の数

に関する条例の廃止） 

第５条 津市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員

の数に関する条例（平成１８年津市条例第２９９号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

農地利用最適化推進委員 月額 ２０，０００円 
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議案第１００号               平成  年  月  日議決 

   津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の制定について 

 津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例をここに公布

する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４０号

   津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条

第２項の規定に基づく個人番号の利用及び法第１９条第９号の規定に基づく

特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供

ネットワークシステムをいう。 

 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事

務実施者をいう。 

 （本市の責務） 

第３条 本市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な

取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りな

がら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 
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 （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機関

が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の

中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げ

る事務とする。 

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有

するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネッ

トワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人

情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有す

るものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネット

ワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情

報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみ

なす。 

 （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第９号の規定に基づき特定個人情報を提供することができ

る場合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に

対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲

げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関

が当該特定個人情報を提供するときとする。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみ

なす。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）に準じて行う保護の決定及び実施、就労自

立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴

収に関する事務であって規則で定めるもの 

２ 市長 津市福祉医療費等の助成に関する条例（平成１８年津市条

例第１０４号）による障害者の医療費の助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

３ 市長 津市福祉医療費等の助成に関する条例による一人親家庭等

の母又は父及び児童の医療費の助成に関する事務であって

規則で定めるもの 

４ 市長 津市福祉医療費等の助成に関する条例による子どもの医療

費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 津市福祉医療費等の助成に関する条例による妊産婦の医療

費及び健康診査費の助成に関する事務であって規則で定め

るもの 

６ 市長 津市福祉医療費等の助成に関する条例による精神障害者の

医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

７ 市長 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による乳児家庭

全戸訪問事業の実施に関する事務であって規則で定めるも

の 

８ 市長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）による結核に係る健康診断

に関する事務であって規則で定めるもの 

９ 市長 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に準じて行うが

ん検診に関する事務であって規則で定めるもの 

１０ 市長 健康増進法に準じて行う健康診査に関する事務であって規

則で定めるもの 

１１ 市長 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業に関する事

務であって規則で定めるもの 

１２ 市長 妊娠・出産包括支援事業に関する事務であって規則で定め

るもの 



- 4 - 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 児童福祉法による障害児

通所給付費、特例障害児

通所給付費若しくは高額

障害児通所給付費の支給

又は障害福祉サービスの

提供に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護法に準じて行う保護の

実施又は就労自立給付金の支給

に関する情報（以下「外国人生

活保護関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

２ 市長 身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）

による障害福祉サービ

ス、障害者支援施設等へ

の入所等の措置又は費用

の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護法による保護の実施若

しくは就労自立給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護関

係情報」という。）又は外国人

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

３ 市長 生活保護法による保護の

決定及び実施、保護に要

する費用の返還又は徴収

金の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

公営住宅法（昭和２６年法律第

１９３号）による公営住宅（同

法第２条第２号に規定する公営

住宅をいう。以下同じ。）若し

くは住宅地区改良法（昭和３５

年法律第８４号）による改良住

宅（同法第２条第６項に規定す

る改良住宅をいう。以下同

じ。）の管理に関する情報又は

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

４ 市長 地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）その他の

地方税に関する法律及び

これらの法律に基づく条

例による地方税の賦課徴

収に関する事務であって

生活保護関係情報、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２

号）若しくは高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）による医療に関す

る給付の支給若しくは保険料の
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規則で定めるもの 徴収に関する情報（以下「医療

保険給付関係情報」という。)、

介護保険法（平成９年法律第１

２３号）による保険給付の支

給、地域支援事業の実施若しく

は保険料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付等関係情

報」という。）又は外国人生活

保護関係情報であって規則で定

めるもの 

５ 市長 公営住宅法による公営住

宅の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

６ 市長 国民健康保険法による保

険給付の支給又は保険料

の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

７ 市長 国民年金法（昭和３４年

法律第１４１号）による

保険料の免除又は保険料

の納付に関する処分に関

する事務であって規則で

定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

８ 市長 知的障害者福祉法（昭和

３５年法律第３７号）に

よる障害福祉サービス、

障害者支援施設等への入

所等の措置又は費用の徴

収に関する事務であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

９ 市長 住宅地区改良法による改

良住宅の管理若しくは家

賃若しくは敷金の決定若

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 
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しくは変更又は収入超過

者に対する措置に関する

事務であって規則で定め

るもの 

１０ 市長 老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）による

福祉の措置又は費用の徴

収に関する事務であって

規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１１ 市長 母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）による

費用の徴収に関する事務

であって規則で定めるも

の 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１２ 市長 高齢者の医療の確保に関

する法律による保険料の

徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

１３ 市長 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６

年法律第３０号）による

支援給付又は配偶者支援

金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１４ 市長 介護保険法による保険給

付の支給、地域支援事業

の実施又は保険料の徴収

に関する事務であって規

則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１５ 市長 障害者の日常生活及び社 外国人生活保護関係情報であっ
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会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７

年法律第１２３号）によ

る自立支援給付の支給又

は地域生活支援事業の実

施に関する事務であって

規則で定めるもの 

て規則で定めるもの 

１６ 市長 子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５

号）による子どものため

の教育・保育給付の支給

又は地域子ども・子育て

支援事業の実施に関する

事務であって規則で定め

るもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１７ 市長 生活に困窮する外国人に

対する生活保護法に準じ

て行う保護の決定及び実

施、保護に要する費用の

返還又は徴収金の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税法そ

の他の地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算定した

税額若しくはその算定の基礎と

なる事項に関する情報（以下  

「地方税関係情報」という。)、

公営住宅法による公営住宅の管

理に関する情報、医療保険給付

関係情報、住宅地区改良法によ

る改良住宅の管理に関する情

報、児童扶養手当法（昭和３６

年法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当関係情

報」という。）、特別児童扶養

手当等の支給に関する法律（昭

和３９年法律第１３４号）によ

る特別児童扶養手当の支給に関
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する情報、同法による障害児福

祉手当若しくは特別障害者手当

若しくは国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条第１項

の福祉手当の支給に関する情

報、母子保健法による養育医療

の給付若しくは養育医療に要す

る費用の支給に関する情報、児

童手当法（昭和４６年法律第７

３号）による児童手当若しくは

特例給付（同法附則第２条第１

項に規定する給付をいう。）の

支給に関する情報（以下「児童

手当関係情報」という。）、介

護保険給付等関係情報又は障害

者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律によ

る自立支援給付の支給に関する

情報であって規則で定めるもの

１８ 市長 津市福祉医療費等の助成

に関する条例による障害

者の医療費の助成に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報又

は外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

１９ 市長 津市福祉医療費等の助成

に関する条例による一人

親家庭等の母又は父及び

児童の医療費の助成に関

する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報、

児童扶養手当関係情報又は外国

人生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

２０ 市長 津市福祉医療費等の助成

に関する条例による子ど

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報、
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もの医療費の助成に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

児童手当関係情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

２１ 市長 津市福祉医療費等の助成

に関する条例による妊産

婦の医療費及び健康診査

費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報又

は外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

２２ 市長 津市福祉医療費等の助成

に関する条例による精神

障害者の医療費の助成に

関する事務であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報又

は外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 
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別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

教育委員会 子ども・子育て支援

法による子どものた

めの教育・保育給付

の支給又は地域子ど

も・子育て支援事業

の実施に関する事務

であって規則で定め

るもの 

市長 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 
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議案第１０１号               平成  年  月  日議決 

   津市下之川住民交流センターの設置及び管理に関する条例の制定 

   について

 津市下之川住民交流センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４１号

   津市下之川住民交流センターの設置及び管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２ 

第１項の規定に基づき、下之川住民交流センター（以下「センター」という。） 

の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 住民の交流促進及び健康増進を図り、もって地域コミュニティの形成

及び地域の活性化に資するため、センターを設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 津市下之川住民交流センター 

 位置 津市美杉町下之川５２９７番地１ 

 （施設） 

第４条 センターに次に掲げる施設を設置する。 

 会議施設 

 温浴施設 

 （使用の許可） 

第５条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可（以下「使

用許可」という。）を受けなければならない。 

２ 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付すこと

ができる。 

 （使用の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を
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しないものとする。 

 営利を図る目的で使用するおそれのあるとき。 

 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。 

 施設、設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。 

 その他管理上支障を来すおそれのあるとき。 

 （使用料） 

第７条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表第１から別

表第３までに定める使用料を当該使用許可の際に納付しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第８条 市長は、前条の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並びにそれら

の機関その他公共的団体等が使用する場合で、特に必要があると認めるとき

は、使用料を減額し、又は免除することができる。 

 （使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。 

 使用しようとする日の２日前までに使用許可の取消しを届け出たとき。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第１０条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 （使用許可の取消し等） 

第１１条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停

止し、又は使用許可を取り消すことができる。 

 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

 許可を受けた目的に反して、施設及び設備器具を使用したとき。 

 第６条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 前項の場合において、使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わ

ない。 

 （原状回復の義務） 

第１２条 使用者は、施設及び設備器具の使用を終えたとき、又は使用を停止

されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し

なければならない。 

 （損害賠償の義務） 
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第１３条 使用者その他センターを利用する者（以下「使用者等」という。）

が、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、

市長の定める額を賠償しなければならない。 

 （使用者等に対する指示） 

第１４条 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用者等に対し指示

をすることができる。 

 （委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

同年３月１日から施行する。 

２ 会議施設の使用に係る手続については、この条例の施行の日前においても

行うことができる。 
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別表第１（第７条関係） 

会議施設の使用料 

単位 円 

時間区分

使用区分 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

５時まで

午後１時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

大会議室 2,100 2,800 4,000 4,900 6,800 8,900

中会議室 1,500 2,000 3,000 3,500 5,000 6,500

小会議室 900 1,200 2,000 2,100 3,200 4,100

〔備考〕 

１ 使用許可を受けた時間を超える使用は、施設の使用に関し支障がな 

  い限り、１時間を限度として認めることとし、その超過に係る使用料

は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあっては、それぞれ当

該各号に定める額（当該額に１００円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）とする。 

 時間区分①、②及び④ 時間区分①の使用料の３分の１の額 

 時間区分③、⑤及び⑥ 時間区分③の使用料の４分の１の額 

２ この表に定める使用料には、冷暖房の使用料及び当該施設の使用に

係る光熱水費等を含むものとする。 
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別表第２（第７条関係） 

温浴施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

当日使用券 

（１回につき） 

６歳以上１３歳未満 １５０

１３歳以上６５歳未満 ３００

６５歳以上 １５０

年間券 

（１年間） 

６歳以上１３歳未満 ５，０００

１３歳以上６５歳未満 １０，０００

６５歳以上 ５，０００

〔備考〕 

   ６歳未満の使用料は、無料とする。 
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別表第３（第７条関係） 

設備器具の使用料 

単位 円 

名称 使用区分 使用料 

マッサージ機 １人１回につき １００

エアロバイク １人１回につき １００

電動式トレッドミル １人１回につき １００
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議案第１０２号               平成  年  月  日議決 

   津市防災物流施設の設置及び管理に関する条例の制定について 

津市防災物流施設の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４２号 

津市防災物流施設の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１項の規定に基づき、防災物流施設（以下「物流施設」という。）の設置

及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 災害発生時における生活物資の緊急輸送・備蓄及び緊急時の被災者の

救護等に係る拠点とするとともに、防災学習等及び住民の地域活動の拠点と

して供し、住民相互の連帯意識の高揚を図り、健全な地域社会の形成に寄与

するため、物流施設を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 物流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 津市防災物流施設 

 位置 津市雲出伊倉津町７９２番地１ 

（施設） 

第４条 物流施設に物資一時保管倉庫及び被災者救護等対策室のほか、津市雲

出地区防災コミュニティセンター（以下「センター」という。）を設置する。 

 （使用の許可） 

第５条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可（以下「使

用許可」という。）を受けなければならない。 

２ 市長は、物流施設の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付すこと

ができる。 

（使用の優先） 

第６条 物流施設を災害発生時における生活物資の緊急輸送・備蓄に係る拠点
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若しくは緊急時の被災者の救護等に係る拠点又は住民の避難の場として使用

するときは、他のいかなる場合の使用より優先する。 

（使用の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を

しないものとする。 

 営利を図る目的で使用するおそれのあるとき。 

 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。 

 施設、設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。 

 その他管理上支障を来すおそれのあるとき。 

（使用料） 

第８条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使

用料を当該使用許可の際に納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、前条の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並びにそれら

の機関その他公共的団体等が使用する場合で、特に必要があると認めるとき

は、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１０条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。 

 使用しようとする日の２日前までに使用許可の取消しを届け出たとき。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１１条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第１２条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停

止し、又は使用許可を取り消すことができる。 

 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

 許可を受けた目的に反して、施設及び設備器具を使用したとき。 

 第７条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 前項の場合において、使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わ

ない。 

（原状回復の義務） 



- 3 - 

第１３条 使用者は、センター及び設備器具の使用を終えたとき、又は使用を

停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回

復しなければならない。 

（損害賠償の義務） 

第１４条 使用者その他物流施設を利用する者（以下「使用者等」という。）

が、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、

市長の定める額を賠償しなければならない。 

（使用者等に対する指示） 

第１５条 市長は、物流施設の管理上必要があるときは、使用者等に対し指示

をすることができる。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

同年３月１日から施行する。 

２ センターの使用に係る手続については、この条例の施行の日前においても

行うことができる。 
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別表（第８条関係） 

センターの使用料 

単位 円 

 時間区分 

使用区分 

午前９時から

午後０時３０

分まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

午前９時から

午後９時３０

分まで 

研修室１ ２，８００ ２，８００ ３，４００ ７，１００

研修室２ ２，８００ ２，８００ ３，４００ ７，１００

会議室１ ８００ ８００ １，１００ ２，１００

会議室２ ８００ ８００ １，１００ ２，１００

〔備考〕 

  冷暖房時の使用料については、この表に定める使用料の１０分の３の

額を加算する。 
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議案第１０３号               平成  年  月  日議決 

   津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

例及び津市職員の再任用に関する条例の一部の改正について 

 津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び津市

職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４３号 

   津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び

津市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例 

 （津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正） 

第１条 津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

（平成１８年津市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第５条第１項の表を次のように改める。 
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傷病補償年金 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に

よる障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４

年一元化法」という。）附則第４１条第１項の規

定による障害共済年金若しくは平成２４年一元化

法附則第６５条第１項の規定による障害共済年金

（以下単に「障害厚生年金等」という。）及び国

民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による障

害基礎年金（同法第３０条の４の規定による障害

基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」とい

う。） 

０．７３

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害に

ついて障害基礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８６

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害につ

いて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法附則

第３７条第１項に規定する給付のうち障害共済年

金（以下「平成２４年一元化法改正前国共済法に

よる障害共済年金」という。）若しくは平成２４

年一元化法附則第６１条第１項に規定する給付の

うち障害共済年金（以下「平成２４年一元化法改

正前地共済法による障害共済年金」という。）が

支給される場合を除く。） 

０．８８

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号。以下「国民年金等改正法」とい

う。）附則第８７条第１項に規定する年金たる保

険給付のうち障害年金（以下「旧船員保険法によ

る障害年金」という。） 

０．７５

 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち障害年金（以下「旧厚生

年金保険法による障害年金」という。） 

０．７５
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 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付のうち障害年金（以下「旧国民年金

法による障害年金」という。） 

０．８９

障害補償年金 障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害に

ついて障害基礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８３

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害につ

いて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法改正

前国共済法による障害共済年金若しくは平成２４

年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が

支給される場合を除く。） 

０．８８

旧船員保険法による障害年金 ０．７４

旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７４

旧国民年金法による障害年金 ０．８９

遺族補償年金 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２４

年一元化法附則第４１条第１項の規定による遺族

共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５

条第１項の規定による遺族共済年金（以下単に

「遺族厚生年金等」という。）及び国民年金法に

よる遺族基礎年金（国民年金等改正法附則第２８

条第１項の規定による遺族基礎年金を除く。以下

単に「遺族基礎年金」という。） 

０．８０

遺族厚生年金等（当該補償の事由となった死亡に

ついて遺族基礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８４

遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡につ

いて遺族厚生年金等又は平成２４年一元化法附則

第３７条第１項に規定する給付のうち遺族共済年

金若しくは平成２４年一元化法附則第６１条第１

項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給され

る場合を除く。）又は国民年金法による寡婦年金 

０．８８

国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０
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 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児

年金又は寡婦年金 

０．９０
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附則第５条第２項の表を次のように改める。 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害について障害基

礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８６

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害厚生

年金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法による障害共済

年金若しくは平成２４年一元化法改正前地共済法による障害共

済年金が支給される場合を除く。） 

０．８８

旧船員保険法による障害年金 ０．７５

旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７５

旧国民年金法による障害年金 ０．８９
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（津市職員の再任用に関する条例の一部改正） 

第２条 津市職員の再任用に関する条例（平成１８年津市条例第２７号）の一

部を次のように改正する。 

附則第２条中「地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）附

則第１８条の２第１項第１号」を「厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１

５号）附則第７条の３第１項第４号」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例（以下「新条例」という。）附則第５条の規定は、平

成２７年１０月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生

じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適

用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき

事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき

事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。 

３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一元化法」という。）

第２条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２

８号。以下この項において「改正前国共済法」という。）による職域加算額

（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家

公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共

済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令

第３４５号）第８条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法

附則第３６条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前

国共済法第８２条第２項に規定する公務等による旧職域加算障害給付（平成

２４年一元化法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法による職域加

算額のうち障害を給付事由とするものをいう。）又は平成２４年一元化法附

則第３６条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国

共済法第８９条第３項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付（平成２

４年一元化法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法による職域加算
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額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）に係るものに限る。）又は平

成２４年一元化法第３条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（昭 

和３７年法律第１５２号。以下この項において「改正前地共済法」という。） 

による職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の

一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経

過措置に関する政令（平成２７年政令第３４７号。以下この項において「平

成２７年地共済経過措置政令」という。）第７条第１項の規定により読み替

えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定によりなおその効力

を有するものとされた改正前地共済法第８７条第２項に規定する公務等によ

る旧職域加算障害給付（改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付

事由とするものをいう。）又は平成２７年地共済経過措置政令第７条第１項

の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定

によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第９９条の２第３

項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付（改正前地共済法による職域

加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）に係るものに限る。）の

受給権者が同一の支給事由により平成２４年一元化法第１条の規定による改

正後の厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）による障害厚生年金若

しくは遺族厚生年金、平成２４年一元化法附則第４１条第１項の規定により

国家公務員共済組合連合会（国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等の

ための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第９

６号）第５条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第２１条第１項に

規定する国家公務員共済組合連合会をいう。）が支給する年金である給付の

うち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成２４年一元化法附則第６５

条第１項の規定により地方公務員共済組合（平成２４年一元化法附則第５６

条第２項に規定する地方公務員共済組合をいう。）が支給する年金である給

付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の

間、新条例附則第５条第１項の規定は、適用しない。 

４ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に第１条の規定による改正

前の津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則

第５条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例による

年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。 
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議案第１０４号               平成  年  月  日議決 

   津市市税条例の一部の改正について 

 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４４号 

   津市市税条例の一部を改正する条例 

 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条から第１７条までを次のように改める。 

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第８条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５

条第３項及び第５項の規定により条例で定める方法は、その猶予する期間内

において、その猶予に係る金額を各月に分割して納付し、又は納入させる方

法とする。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、同条第１項若しくは 

第２項の規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。） 

又は同条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（次項及び第４項

において「徴収の猶予期間の延長」という。）に係る徴収金を分割して納付

し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納

付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納

入金額を定めるものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限

又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを

得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分

割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更する

ことができる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納

入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めた

ときは、その旨、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な
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事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しな

ければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納

入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後

の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額

又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければなら

ない。 

（徴収猶予の申請手続等） 

第９条 法第１５条の２第１項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該

当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない

事情の詳細 

 当該猶予を受けようとする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事

務所若しくは事業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同

条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。） 

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

 当該猶予を受けようとする期間 

 分割納付又は分割納入の方法により納付し、又は納入するかどうか（分

割納付又は分割納入の方法により納付し、又は納入する場合にあっては、

当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期

限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。） 

 当該猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が

３月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる

担保の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、

保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の

所在地）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供することがで

きない特別の事情があるときは、その事情） 

 その他市長が必要と認める事項 

２ 法第１５条の２第１項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 
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 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

 当該猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日

以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

 当該猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が

３月を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以

下「令」という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保

の提供に関し必要となる書類 

 その他市長が必要と認める書類 

３ 法第１５条の２第２項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

 第１項第２号から第７号までに掲げる事項 

 その他市長が必要と認める事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項の条例で定める書類は、次に掲げる書類

とする。 

 第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

 その他市長が必要と認める書類 

５ 法第１５条の２第３項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 猶予期間の延長を受けようとする者の氏名又は名称、住所若しくは居所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人番号又は法人番号 

 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができ

ないやむを得ない理由 

 猶予期間の延長を受けようとする期間 

 第１項第６号及び第７号に掲げる事項 

 その他市長が必要と認める事項 

６ 法第１５条の２第４項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 第２項第４号に掲げる書類 

 その他市長が必要と認める書類 

７ 法第１５条の２第８項の条例で定める期間は、２０日とする。 

（徴収猶予の取消しに係る債権） 

第１０条 法第１５条の３第１項第４号の条例で定める債権は、国民健康保険

料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、特定教育・保育施設等利用者負担

額並びに公共下水道事業受益者負担金及び分担金とする。 
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（職権による換価の猶予の手続等） 

第１１条 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３

項及び第５項の規定により条例で定める方法は、第８条第１項に規定する方

法とする。 

２ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付

し、又は納入させる場合について準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項の条例で定める書類は、次に掲げる

書類とする。 

 第９条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

 その他市長が必要と認める書類 

４ 法第１５条の５の３第２項において読み替えて準用する法第１５条の３第

１項第４号の条例で定める債権は、前条に規定する債権とする。 

（申請による換価の猶予の申請手続等） 

第１２条 法第１５条の６第１項の条例で定める期間は、６月とする。 

２ 法第１５条の６第２項の条例で定める債権は、第１０条に規定する債権と

する。 

３ 法第１５条の６第３項において読み替えて準用する法第１５条第３項及び

第５項の規定により条例で定める方法は、第８条第１項に規定する方法とす

る。 

４ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付

し、又は納入させる場合について準用する。 

５ 法第１５条の６の２第１項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の

維持が困難となる事情の詳細 

 第９条第１項第２号から第５号まで及び第７号に掲げる事項 

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額 

 その他市長が必要と認める事項 

６ 法第１５条の６の２第１項及び第２項の条例で定める書類は、次に掲げる

書類とする。 
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 第９条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

 その他市長が必要と認める書類 

７ 法第１５条の６の２第２項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 第９条第１項第７号に掲げる事項 

 第９条第５項第１号から第４号までに掲げる事項 

 第５項第３号に掲げる事項 

 その他市長が必要と認める事項 

８ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項の条例

で定める期間は、２０日とする。 

９ 法第１５条の６の３第２項において読み替えて準用する法第１５条の３第

１項第４号の条例で定める債権は、第１０条に規定する債権とする。 

（担保を徴する必要がない場合） 

第１３条 法第１６条の条例で定める場合は、猶予に係る金額が１００万円以

下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することができ

ない特別の事情がある場合とする。 

第１４条から第１７条まで 削除 

第１８条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

第２３条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）」を「令」に改める。 

第３６条の２第８項中「（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）

第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）」を削る。 

第５１条第２項第１号中「（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。

以下同じ。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過

措置） 

第２条 この条例による改正後の津市市税条例（以下「新条例」という。）第

８条から第１０条まで及び第１３条（地方税法等の一部を改正する法律（平

成２７年法律第２号。以下「改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる
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規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」と

いう。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限

る。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に申

請される新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適

用し、施行日前に申請された改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改

正前の地方税法（以下「旧法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定

による徴収の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第１１条及び第１３条（新法第１５条の５第１項の規定による換価

の猶予に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後にされる同項の規定によ

る換価の猶予について適用し、施行日前にされた旧法第１５条の５第１項の

規定による換価の猶予については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１２条及び第１３条（新法第１５条の６第１項の規定による換価

の猶予に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限

が到来する徴収金について適用する。 



議案第１０５号                            平成  年  月  日議決 

津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部の改正について

津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４５号 

津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 津市保育所の設置及び管理に関する条例（平成２６年津市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。 

 別表津市高野保育園の項中「１４０人」を「１５０人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



議案第１０６号               平成  年  月  日議決 

   津市国民健康保険条例の一部の改正について 

 津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４６号

   津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１６条中「５１万円」を「５２万円」に改める。 

第１６条の１０中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

第２１条中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

第２５条第１項中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第２項中「５１

万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第３項中

「５１万円」を「５２万円」に、「１４万円」を「１６万円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市国民健康保険条例の規定は、平成２８年度以後の年度分の保

険料について適用し、平成２７年度分までの保険料については、なお従前の

例による。 
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議案第１０７号               平成  年  月  日議決 

   津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部の改正に 

ついて 

 津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４７号 

   津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１

４５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表中 

「 

                                 を 

                                 」 

「                                  

                                  に 

                                 」 

改める。 

 第５条第１項の表中 

「 

ごみ資源化施設 津市リサイクルセンター 
津市片田田中町１３

４２番地１ 

埋立処分地施設 津市白銀環境清掃センター 
津市片田田中町１３

８３番地 

津市西部ク

リーンセン

ター 

１ ごみ（可燃物（粗

大ごみを除く。）に

限る。） 

２ 廃棄物処理条例第

１１条第３項の規定

により、市長が別に

定める産業廃棄物 

１ 廃棄物の重量が２０キログ 

ラム以下の場合 ３００円 

２ 廃棄物の重量が２０キログ 

ラムを超える場合 ３００円 

に２０キログラムを超える廃 

棄物の重量（以下「一律超過 

重量」という。）１０キログ 

ラム（一律超過重量に１０キ 

ログラム未満の端数がある場 

合においては、その端数重量 

津市クリー

ンセンター

おおたか 

ごみ（可燃物（粗大ご

みを除く。）に限る。）
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                                 」 

「  

  又は当該一律超過重量が５キ 

ログラム以上のときはこれら 

を１０キログラムとし５キロ 

グラム未満のときはこれらを 

切り捨てるものとする。）に 

ついて１５０円を加算した額 

津市白銀環

境清掃セン

ター 

ごみ（可燃物（粗大ご

みに限る。）及び不燃

物に限る。） 

１ 運搬車の最大積載量が５０ 

０キログラム未満の場合 ５，

０００円 

２ 運搬車の最大積載量が５０ 

０キログラム以上１トン未満 

の場合 ８，５００円 

３ 運搬車の最大積載量が１ト 

ンの場合 １７，０００円 

４ 運搬車の最大積載量が１ト 

ンを超える場合 １７，００ 

０円に１トンを超える積載量 

が５００キログラム増すごと 

に８，５００円を加算した額 

を

津市西部ク

リーンセン

ター 

１ ごみ（可燃物（粗

大ごみを除く。）に

限る。） 

２ 廃棄物処理条例第

１１条第３項の規定

により、市長が別に

定める産業廃棄物 

１ 一般の家庭における日常生 

活に伴って生じた廃棄物 

 廃棄物の重量が２０キロ 

  グラム以下の場合 無料 

 廃棄物の重量が２０キロ 

  グラムを超える場合 ２０ 

キログラムを超える部分の 

重量（その超える部分の重 

量に５キログラム未満の端 

数があるとき、又はその超 

える部分の全重量が５キロ 

グラム未満であるときはそ 

の端数重量又はその全重量 

津市クリー

ンセンター

おおたか 

ごみ（可燃物（粗大ご

みを除く。）に限る。）

津市リサイ

クルセンタ

ー 

ごみ（可燃物（粗大ご

みに限る。）及び不燃

物に限る。） 
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  を切り捨てるものとし、そ 

の超える部分の重量に５キ 

ログラム以上１０キログラ 

ム未満の端数があるとき、 

又はその超える部分の全重 

量が５キログラム以上１０ 

キログラム未満であるとき 

はその端数重量又はその全 

重量を１０キログラムとす 

る。）１０キログラムにつ 

き１５０円 

２ 事業活動に伴って生じた廃 

棄物 

 廃棄物の重量が２０キロ 

  グラム以下の場合 ３００ 

  円 

 廃棄物の重量が２０キロ 

  グラムを超える場合 ３０ 

０円に２０キログラムを超 

える部分の重量（その超え 

る部分の重量に５キログラ 

ム未満の端数があるとき、 

又はその超える部分の全重 

量が５キログラム未満であ 

るときはその端数重量又は 

その全重量を切り捨てるも 

のとし、その超える部分の 

重量に５キログラム以上１ 

０キログラム未満の端数が 

あるとき、又はその超える 

部分の全重量が５キログラ 

ム以上１０キログラム未満 

であるときはその端数重量 

に
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                               」 

改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と 

 いう。）以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使 

 用料については、なお従前の例による。     

  又はその全重量を１０キログ

ラムとする。）１０キログラ

ムにつき１５０円を加算した

額 



議案第１０８号               平成  年  月  日議決 

津市教育集会所の設置及び管理に関する条例の一部の改正につい 

て 

津市教育集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４８号 

津市教育集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   

津市教育集会所の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２４４

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表津市木造教育集会所の項及び津市北岡本教育集会所の項を削る。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



 津市障害者支援多機能型事業所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

  平成２７年１２月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第４５号 

   津市障害者支援多機能型事業所の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則  

津市障害者支援多機能型事業所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成

２２年津市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号中「及び土曜日」を削る。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 



を

に改める。 

住 所 個人番号

電 話 番 号
（自宅）     －     － 

（携帯）     －     － 

出 生 場 所  個人番号 に、 

を

を

 津市母子保健法施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１２月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４６号 

   津市母子保健法施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市母子保健法施行取扱規則（平成２５年津市規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１号様式中 

 第２号様式中 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

「

住 所

電 話 番 号
（自宅）     －     － 

（携帯）     －     － 

住 所

出 生 場 所

」

「

」

「

「

」

」

「

」

に改める。 住 所  個人番号
」

「



 津市生活保護法施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２７年１２月２５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第４７号 

   津市生活保護法施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市生活保護法施行取扱規則（平成１８年津市規則第８６号）の一部を次の 

ように改正する。 

第２号様式（表）中 

「 
氏 名 続柄 性 別 生 年 月 日 学歴 健康状態 職業・学年 備 考

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         

    男・女 ・ ・         
」 

を 

「 
氏 名 個人番号 続柄 性 別 生年月日 学歴 健康状態 職業・学年 

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

に 

」 



改める。 

 第１３号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

める。 

 第１４号様式から第１９号様式まで、第２１号様式及び第２５号様式中「あ

て先」を「宛先」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

氏 名 続柄 性 別 生 年 月 日 学歴 健康状態 職業・学年

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

」

を 

氏 名 個人番号 続柄 性 別 生年月日 学歴 健康状態 職業・学年

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

    男・女 ・ ・       

「 

」

に改 



津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事

業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１２月２５日 

  津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４８号 

   津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事

業所の指定等に関する規則（平成１８年津市規則第２４５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１号様式中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改め

る。 

第２号様式から第４号様式までの規定中「あて先」を「宛先」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



」

勤務先（学校等） 備 考 個人番号 勤務先（学校等）

津市子ども・子育て支援法事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布

する。   

平成２７年１２月２５日 

                    津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４９号 

   津市子ども・子育て支援法事務取扱規則の一部を改正する規則 

 津市子ども・子育て支援法事務取扱規則（平成２７年津市規則第６号）の一

部を次のように改正する。 

 第１号様式（表）中 

」 

氏 名 生 年 月 日 就 労 状 況 続 柄

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

を

を 

氏   名 
（フリガナ）

」

を に、 

氏   名 
（フリガナ）

（個人番号）
」

「「

「 「

」
に改める。 

第９号様式中 
「

「

」 

氏 名
児童と 

の続柄 
生 年 月 日 個 人 番 号 就 労 状 況

生 年 月 日

生 年 月 日

生 年 月 日

生 年 月 日

生 年 月 日

に 



   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

改める。 



津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

平成２７年１２月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第５０号 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第２ 

０３号）の一部を次のように改正する。 

第１号様式（表）中 

「 

                                  を 

                                 」 

「 

申

込

者

住 所
連絡先電話番号 

ふりがな 自 宅        
勤務先        氏 名

入

居

予

定

親

族

①現に同居している親族 

氏     名 続柄 性別 生年月日 職 業 備 考 

本人 男
女・ ・   

男
女・ ・   

男
女・ ・   

男
女・ ・   

男
女・ ・   

②現在別居しているが同居しようとする親族 

氏     名 続柄 性別 生年月日 職 業 備 考 

男
女・ ・   

男
女・ ・   

申

込

者

住 所  連絡先の電話番号 

ふりがな 自 宅        
勤務先        氏 名



改め、同様式（裏）中「あて先」を「宛先」に改める。 

第２号様式、第４号様式、第６号様式、第１１号様式、第１４号様式、第１

５号様式、第１７号様式、第１９号様式及び第１９号様式の２中「あて先」を

「宛先」に改める。 

 第２１号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

                                  を 

「 

入

居

予

定

親

族

①現に同居している親族 

氏名及び個人番号 続柄 性別 生年月日 職 業 備 考 

本人 
男
女・ ・   

男
女・ ・   

男
女・ ・   

男
女・ ・   

男
女・ ・   

②現在別居しているが同居しようとする親族 

氏名及び個人番号 続柄 性別 生年月日 職 業 備 考 

男
女・ ・   

男
女・ ・   

に

続柄 氏 名 生 年 月 日 勤 務 先 年間収入額 備 考

１ 本人 年 月 日 名称 
電話 

円

２ 年 月 日 名称 
電話 

円

３ 年 月 日 名称 
電話 

円

４ 年 月 日 名称 
電話 

円

５ 年 月 日 名称 
電話 

円

６ 年 月 日 名称 
電話 

円

計 円

」

」

続柄 氏名及び個人番号 生 年 月 日 勤 務 先 年間収入額 備 考 



                                  に 

                                 」 

改める。 

第２４号様式、第２６号様式、第２９号様式から第３１号様式まで、第３５ 

号様式及び第３７号様式から第３９号様式までの規定中「あて先」を「宛先」 

に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

１ 本人 年 月 日
名称 
電話 円

２ 年 月 日
名称 
電話 円

３ 年 月 日
名称 
電話 円

４ 年 月 日
名称 
電話 円

５ 年 月 日
名称 
電話 円

６ 年 月 日
名称 
電話 円

計 円



津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。   

平成２７年１２月２８日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第５１号 

   津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市国民健康保険条例施行規則（平成１８年津市規則第１１３号）の一部を

次のように改正する。  

 第１号様式中「あて先」を「宛先」に、 

                                 」 
被 保 険 者

氏 名

住 所

被 保 険 者

氏 名

住 所

個 人 番 号

続    柄 

」 

を 

「 

続柄 個人番号

」 

に改める。 

」 

を 

」 

に 

「 

「 

「 
住 所 

氏 名 

電 話 

」 

「 
住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 」 

に、 

第２号様式中「あて先」を「宛先」に、 

を 世帯主 世帯主
○印  ○印  

「 



被 保 険 者 の 住 所

被 保 険 者 の 住 所

個 人 番 号

被 保 険 者 の 住 所

被 保 険 者 の 住 所

個 人 番 号

」 

を 

」 

に 

改める。 

」 

を 

に 

」 

第４号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

「 

改める。 

「 

改める。 

第３号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 
「 

」 
」 

を に、 

「 
「 

を に、 

」 
」 

「 

世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

世帯主

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

世帯主

○印  ○印  

○印  
○印  



生 年 月 日 

    年 月 日 

    年 月 日 

    年 月 日 

    年 月 日 

    年 月 日 

    年 月 日 

    年 月 日 

    年 月 日 

生 年 月 日 個人番号 

    年 月 日  

    年 月 日  

    年 月 日  

    年 月 日  

    年 月 日  

    年 月 日  

    年 月 日  

    年 月 日  
」 

を 

」 

に改める。 

第６号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

第５号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 「 

第１０号様式（その１）中「あて先」を「宛先」に、 

「 
被保険者証記号番号 療養を受けた被

保 険 者 の 氏 名

世帯主との続柄

資格

区分

一 般・退職本人・退職扶養 

70歳以上一般・70歳以上一定以上・３歳未満 手当又は診療薬

剤の支給を受け

た 病 院 、 診 療

所、薬局その他

のものの名称及

び 所 在 地

傷 病 名

発病・負傷年月日 年  月  日

発 病 の 原 因

」 

を 

「 

」 

を 

「 

」 

に、 

「 

」 

を 

「 

に、 

」 

世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

世帯主 世帯主

○印  
○印  

○印  
○印  



「 

」 

に 

改める。 

第１０号様式（その２）（表）中

「 

世 帯 主

と の

続 柄

被保険者証記号番号

療 養 を 受 け た 被

保 険 者 の 氏 名
世帯主との続柄

個 人 番 号

資格

区分

一 般・退職本人・退職扶養 手当又は診療薬

剤の支給を受け

た 病 院 、 診 療

所、薬局その他

のものの名称及

び 所 在 地

70歳以上一般・70歳以上一定以上・３歳未満

傷 病 名

発病・負傷年月日 年  月  日

発 病 の 原 因

」 

を 

「 

世帯主と

の 続 柄

個人番号

」 

に、「あて先」を 

「宛先」に、 

「 

」 

を 

「 

」 

に改める。 

第１１号様式中「あて先」を「宛先」に、

「 

」 

を 

「 

」 

に、 

世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

世帯主

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

世帯主

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

○印  
○印  

○印  
○印  



「 
被保険者証記号番号 療養を受け

た被保険者

の 氏 名

世帯主との続柄 

資 格 区 分

一般  70歳以上一般   

退職本人 70歳以上一定以上 

退職扶養 ３歳未満     生 年 月 日 年  月  日

その他      手当又は診療薬

剤の支給を受け

た 病 院 、診 療

所、薬局その他

のものの名称及

び 所 在 地

傷 病 名

傷病に要し

た費用の額

円

」 

を 

「 

」 

に 

被保険者証記号番号

療 養 を 受 け た 被

保 険 者 の 氏 名
 世帯主との続柄  

個 人 番 号

資 格 区 分

一 般 70歳以上一般   生  年  月  日 年  月  日

 退職本人  70歳以上一定以上 手当又は診療薬 

剤の支給を受け 

た病院、診療

所、薬局その他 

のものの名称及 

び 所 在 地 

退職扶養 ３歳未満     

    その他      

傷 病 名

傷病に要し

た費用の額
円

改める。 

第１２号様式中「あて先」を「宛先」に、

「 

」 

「 

」 

に、 を 

「 

被保険者証記号番号 資格区分
一 般・退職本人・退職扶養 

70歳以上一般・70歳以上一定以上・３歳未満

被保険者の氏名 生年月日 年  月  日
性

別 
男・女 

」 

を 

世帯主 世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

○印  ○印  



計算期間の始期 

及び終期 

 年 月 日 から

 年 月 日 まで

「 
被保険者証記号番号

資格区分 一 般・退職本人・退職扶養 70歳以上一般・70歳以上一定以上・３歳未満 

被保険者の氏名 生年月日 年  月  日 
性

別 
男・女 

個 人 番 号

」 

に 

改める。 

第１３号様式中「あて先」を「宛先」に、

「 

「 

を 

」 

」 

に、 

「 

」 

を 

「 

」 

に改める。 

療養を受けた被保険者
療養を受けた被保険者

個  人  番  号

第１３号様式の２中 

「 

」 

を 

世帯主 世帯主

住 所 

氏 名 

電 話

住 所 

氏 名 

個人番号

電 話 

○印  
○印  



 第１５号様式、第１６号様式、第２２号様式、第２３号様式、第２６号様式

及び第３０号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

附 則 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

個 人 番 号

計算期間の始期

及 び 終 期

 年 月 日 から

 年 月 日 まで

「 

」 

に、「あて先」を「宛先」 

に改める。 

第１４号様式中 

「 
被 害 者

被保険者証
記 号 番 号

被 保 険 者 名
（被害者名） 

年 月 日生
世 帯 主
との続柄 

加 害 者 住 所 氏
名

年 月 日生 職
業
電話 

加 害 者
の使用者

住 所 氏
名

年 月 日生 職
業
電話 

」 

を 

「 

被 害 者

被保険者名
（被害者名）

世 帯 主
との続柄

  年 月 日生 

被保険者証
記 号 番 号  個 人 番 号  

加 害 者
住 所 年 月 日生 

氏 名 職業 電話 

加 害 者
の使用者

住 所 年 月 日生 

氏 名 職業 電話 

に、 

「あて先」を「宛先」に改める。 

」 



 津市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２７年１２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第５２号 

   津市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市市税条例施行規則（平成１８年津市規則第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 別記３６の項及び３７の項を次のように改める。

３６ 削除

３７ 納税証明書 法第２０条の１０等

 別記６８の項中「第９０条第２項」を「第８９条第２項並びに第９０条第２

項及び第３項」に改める。

第１号様式（表）中「    年  月  日発行」を

に改め、同様式（裏）中「５ 本証の有効期間は、発行の

日から４年とする。」を削る。

第２号様式（表）中「    年  月  日発行」を

に改め、同様式（裏）中「５ 本証の有効期間は、発行の

日から４年とする。」を削る。

第３号様式（表）中「    年  月  日発行」を

に改め、同様式（裏）中「５ 本証の有効期間は、発行の

日から４年とする。」を削る。

年  月  日

年  月  日」

「交付年月日   

 有効期限    

年  月  日

年  月  日」

「交付年月日   

 有効期限    

年  月  日

年  月  日」

「交付年月日   

 有効期限    



第４号様式（表）中「    年  月  日発行」を

に改め、同様式（裏）中「５ 本証の有効期間は、発行の

日から４年とする。」を削る。

第７号様式中「あて先」を「宛先」に、

代

表

者

相

続

人

の

氏 名

（ 名 称 ）
                ○印

を
住 所

（ 所  在  地 ）

代

表

者

相

続

人

の

氏 名

（ 名 称 ）
○印

に、
住 所

（ 所  在  地 ）

法 人 番 号

※法人の場合に限る。

住  所

（ 所 在 地 ）

被 相 続 人

と の 続 柄

を

住  所

( 所 在 地 )

法 人 番 号

※法人の場合に限る。

被相続人

との続柄

に改める。

第１７号様式、第１８号様式、第２４号様式及び第２８号様式中「あて先」

を「宛先」に改める。

「

「

「 「

」」

年  月  日

年  月  日」

「交付年月日   

 有効期限    

」

」



第３２号様式中「あて先」を「宛先」に、「氏 名（名称）    ○印」を

              に改める。

 第３５号様式中「あて先」を「宛先」に改める。

第３６号様式その２を削り、第３６号様式その１を次のように改める。

第３６号様式 削除

第４２号様式中「あて先」を「宛先」に、

氏     名                   ○印

を
生 年 月 日 年    月    日

氏     名                   ○印

に、個 人 番 号

生 年 月 日 年    月    日

扶

養

控

除

欄

氏   名 続柄 生 年 月 日

を

配偶者控除 ・  ・

扶 養 控 除

・  ・ 

・  ・ 

・  ・ 

・  ・ 

・  ・ 

扶

養

控

除

欄

氏   名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日

に改める。

配偶者控除 ・  ・

扶 養 控 除

・  ・

・  ・

・  ・

・  ・

・  ・

「氏 名（名称）     ○印

個人（法人）番号     」

「

「

」

」

「

「

」

」



第４３号様式その１ 及び第４３号様式その４ 中

支払者の名称
を

公的年金の種類

支払者の名称

に改める。支払者の法人番号

公的年金の種類

第４７号様式及び第４８号様式を次のように改める。

「

「

」

」



第４７号様式（第２１条関係） 

 第     号            市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書    

年 月 日

(宛先)津市長 

申

請

者

氏名又は法人の名称及び

代 表 者 氏 名 印
 印 

特別徴収義務者指定番号 

住 所 又 は 所 在 地 電 話 番 号

法 人 番 号

（法人の場合に限る。）
担 当 者 名

 地方税法第321条の5の2及び津市市税条例第46条の２の規定による特別徴収税額の納期の特例について、承認を受けたいので申請します。 

特 例 の 適 用 を 受 け よ う と す る 税 額       年    月以後の納入に係る市民税・県民税の特別徴収税額 

申請の日前６箇月間の各月末の給与の支払を受ける者

の人員及び各月の支払金額 

「外」・・・臨時勤務者に係るもの 

年  月
人 円

年  月
人 円

外   人 外   円 外   人 外   円

年  月
人 円

年  月
人 円

外   人 外   円 外   人 外   円

年  月
人 円

年  月
人 円

外   人 外   円 外   人 外   円

 現に市税の滞納があり、又は最近において著しい

納付若しくは納入の遅延の事実がある場合におい

て、それがやむを得ない理由によるものであるとき

は、その理由 

 申請の日前１箇年以内に納期の特例について、そ

の承認を取り消されたことがある場合には、その年

月日 

※

市

記

入

欄

処 理 区 分
承  認 施  行  年  月  日 決 裁  年  月  日 起 案   年  月  日

却  下 名  簿  記  入
徴 収 簿 

台 帳
記入  通 知 書 作 成

（却下の理由）       



第４８号様式（第２１条関係） 

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 

年 月 日

（宛先）津市長 

届

出

者

氏 名 又 は 名 称
特別徴収義務者

指 定 番 号

住 所 又 は 所 在 地  印 電 話 番 号

法 人 番 号

（法人の場合に限る。）
 担 当 者 名

 津市市税条例第46条の4の規定により届出をします。 

納期の特例の要件を欠いた理由

１ 給与の支払を受ける人が常時１０人未満でなくなったため 

２ 納期の特例の必要がなくなったため 

３ その他（                                 ） 

摘 要 及 び 連 絡 事 項

※

市

記

入

欄

納期の特例の承認の取消しによる

納 期 の 特 例
納 期 の 特 例 を 認 め た 税 額

備

考

欄

月分から  月分までの 

納期は   月   日となる。 

月分から 

月分まで 

                円 



第５０号様式中

法 人

番 号
を

管 理 番 号
に、「あ

法 人 番 号

て先」を「宛先」に改める。

                   「申請者 法 人 名

第５１号様式中「あて先」を「宛先」に、     代表者氏名     

電   話

「納税義務者 法 人 名

代表者氏名     ○印

法 人 番 号

電   話      」

第５３号様式中「あて先」を「宛先」に改める。

第５４号様式中         を           に改める。

                   「 住 所

                    （所在地）

                     氏 名     ○印

                    （名 称）     」

「住 所（所在地）

氏 名（名 称）     ○印  に改める。

個人（法人）番号      」

 第６１号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

「

」

「

○印  を

 」

「納税者 住 所

氏 名」

「納税義務者 住 所

氏 名」

第６０号様式中「あて先」を「宛先」に、 を

納税義務者
住 所

氏 名
」

を

「

納税義務者

住 所

氏 名

個人（法人）番号
」

に改める。

」

に



改める。

「 住 所    

（所在地）

氏 名     ○印

（名 称）     」

「住 所（所在地）    

氏 名（名 称）     ○印  に改める。

個人（法人）番号      」

「 住 所    

（所在地）

氏 名     ○印

（名 称）     」

「住 所（所在地）    

氏 名（名 称）     ○印  に改める。

個人（法人）番号      」

 第６５号様式中「あて先」を「宛先」に改める。

第６８号様式中「あて先」を「宛先」に、

所 有 者
住  所

を
氏  名

所 有 者

住  所

に改め、氏  名

個人番号

同様式を第６８号様式その２とし、第６７号様式の次に次の１様式を加える。

「

「

」

」

第６２号様式中「あて先」を「宛先」に、 を

第６３号様式中「あて先」を「宛先」に、 を



第６８号様式その１（第２１条関係）

軽 自 動 車 税 減 免 申 請 書 

平成   年  月  日 

（宛先）津市長 

申請者 住所又は所在地               

氏名又は名称              ○印

（法人代表者氏名             ○印） 

個人（法人）番号 

電話番号 

津市市税条例         の規定により、軽自動車税の減免を申請します。 

軽自動車等の 

所有者等 

所在地 

名称 

法人番号 

軽自動車等の種別 

主たる定置場 

原動機の型式 

原動機の総排気量又は定格出力 

用途 

形状 

車両番号又は標識番号 

事業内容（第８９条第２項の規定に

よる申請の場合に限る。） 

軽自動車等の使用目的（第８９条第

２項の規定による申請の場合に限

る。） 

第８９条第２項

第９０条第３項



 第６９号様式、第７６号様式その１及び第７６号様式その２中「あて先」を

「宛先」に改める。

 第８０号様式中「あて先」を「宛先」に、

納税義務者

住  所

（ 所 在 地 ）
を

氏  名

（ 名  称 ）

納税義務者

住  所

（ 所 在 地 ）

に改める。
氏  名

（ 名  称 ）

法 人 番 号

※法人の場合に限る。

 第８２号様式及び第８３号様式中「あて先」を「宛先」に改める。

附 則

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第４３号様式そ

の１ 及び第４３号様式その４ の改正規定は、平成２９年４月１日から施

行する。

２ 改正後の第１号様式から第４号様式までの規定は、この規則の施行の日以

後に交付する徴税吏員証、市税・犯則事件調査吏員証、固定資産評価員証及

び固定資産評価補助員証（以下「徴税吏員証等」という。）について適用し、

同日前に交付した徴税吏員証等については、なお従前の例による。

「

「

」

」
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 津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則をこ

こに公布する。 

  平成２７年１２月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第５３号

   津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施

行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、津市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例（平成２７年津市条例第４０号。以下「条例」という。）第６条の

規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （条例別表第１の規則で定める事務） 

第２条 条例別表第１の１の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第１９条第１項に準じて行う保護の実施に関する事務 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第２４条第１項に準じて行う

保護の開始若しくは同条第９項に準じて行う保護の変更の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第２５条第１項に準じて行う

職権による保護の開始又は同条第２項に準じて行う職権による保護の変更

に関する事務 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第２６条に準じて行う保護の

停止又は廃止に関する事務 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第５５条の４第１項に準じて

行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての

審査又はその申請に対する応答に関する事務 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第６３条に準じて行う保護に

要する費用の返還に関する事務 
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 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第７７条第１項又は第７８条

第１項から第３項までに準じて行う徴収金の徴収（同法第７８条の２第１

項又は第２項に準じて行う徴収金の徴収を含む。）に関する事務 

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例（平成１８年津市条例第１０４号。

以下「福祉医療費等助成条例」という。）第４条第３項の受給資格の認定 

に関する事務 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 

第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定に関する事務 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 

第５条 条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定に関する事務 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 

第６条 条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定に関する事務 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 

第７条 条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定に関する事務 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 

第８条 条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第２１条の１０の２第１項の乳児家庭全戸訪問事業の対

象者であることの事実の確認に関する事務とする。 

第９条 条例別表第１の８の項の規則で定める事務は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第５３条

の２第３項の結核に係る定期の健康診断の対象者であることの事実の確認に

関する事務とする。 

第１０条 条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、健康増進法（平成１

４年法律第１０３号）第１９条の２に準じて行う胃内視鏡検査による胃がん 

検診、超音波検査による乳がん検診及び前立腺がん検診の対象者であること

の事実の確認に関する事務とする。 

第１１条 条例別表第１の１０の項の規則で定める事務は、健康増進法１９条

の２に準じて行う１９歳以上３９歳以下の者に係る健康診査の対象者である
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ことの事実の確認に関する事務とする。 

第１２条 条例別表第１の１１の項の規則で定める事務は、高齢者肺炎球菌ワ

クチン予防接種費用の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務と

する。 

第１３条 条例別表第１の１２の項の規則で定める事務は、妊娠・出産包括支

援事業における母子保健に係る利用者支援、産前・産後サポート及び産後ケ

アに関する事務とする。 

（条例別表第２の規則で定める事務及び情報） 

第１４条 条例別表第２の１の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務

とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該

各号に定める情報とする。 

 児童福祉法第２１条の５の３第１項の障害児通所給付費、同法第２１条

の５の４第 1 項の特例障害児通所給付費又は同法第２１条の５の１２第１

項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関す

る事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属

する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護

の決定及び実施に関する情報（以下「外国人生活保護実施関係情報」とい

う。） 

 児童福祉法第２１条の５の８第２項の通所給付決定の変更に関する事務 

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者 

に係る外国人生活保護実施関係情報 

 児童福祉法第２１条の６の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該

サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生

活保護実施関係情報 

第１５条 条例別表第２の２の項の規則で定める事務は身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１８条第１項の障害福祉サービスの提供又は同

条第２項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務とし、同表の２

の項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害 

者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護法による保護の決

定及び実施に関する情報（以下「生活保護実施関係情報」という。） 

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害 

者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情
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報 

第１６条 条例別表第２の３の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務

とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該

各号に定める情報とする。 

 生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報 

ア 生活保護法第６条第２項の要保護者又は同条第１項の被保護者であっ

た者（以下「要保護者等」という。）に係る公営住宅法（昭和２６年法

律第１９３号）第１６条第１項の家賃の決定及び第１８条第１項の敷金

の徴収に関する情報 

イ 要保護者等に係る住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２９

条第１項において準用する公営住宅法第１８条第１項の敷金の徴収に関

する情報 

ウ 要保護者等に係る住宅地区改良法第２９条第３項の規定によりその例

によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第

５５号）の規定による改正前の公営住宅法（以下「旧公営住宅法」とい

う。）第１２条第１項の家賃の決定に関する情報 

エ 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

オ 生活に困窮する外国人に係る生活保護法第５５条の４第１項に準じて

行う就労自立給付金の支給に関する情報 

 生活保護法第２４条第１項の保護の開始又は同条第９項の保護の変更の

申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 

 生活保護法第２５条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職

権による保護の変更に関する事務 第１号に掲げる情報 

 生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務 第１号に掲げ

る情報 

 生活保護法第６３条の保護に要する費用の返還に関する事務 第１号ア

からウまでに掲げる情報 

 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金

の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に

関する事務 第１号に掲げる情報 

第１７条 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務

とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該

各号に定める情報とする。 
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 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２４条の５第１項各号に掲げ

る者に対する県民税又は同法第２９５条第１項各号に掲げる者に対する市

民税の課税に関する事務 次に掲げる情報 

  ア 納税義務者に係る生活保護実施関係情報 

  イ 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 地方税法第３４条第１項第３号及び第３１４条の２第１項第３号の社会

保険料の控除の適用に関する事務 次に掲げる情報 

 ア 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族

に係る国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又は高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）による保険料の徴収に

関する情報 

 イ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族

に係る介護保険法（平成９年法律１２３号）による保険料の徴収に関す

る情報 

 地方税法第３２１条の７の２の公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法による保険料の

額の決定及び当該保険料の徴収に関する情報 

 地方税法第３２３条の市民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外

国人生活保護実施関係情報 

 地方税法第３６７条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係

る外国人生活保護実施関係情報 

 地方税法第４５４条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係

る外国人生活保護関係情報 

 市税及び県税（県民税に限る。）に係る徴収金の徴収に関する事務 次

に掲げる情報 

 ア 納税義務者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法

律による保険料の徴収に関する情報 

 イ 納税義務者に係る介護保険法による保険料の徴収に関する情報 

 ウ 納税義務者に係る生活保護実施関係情報 

 エ 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報 

第１８条 条例別表第２の５の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務

とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該

各号に定める情報とする。 
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 公営住宅法第１６条第４項（同法第２８条第３項及び第２９条第８項に

おいて準用する場合を含む。）の家賃若しくは金銭又は同法第１８条第２

項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 同法第２

条第２号の公営住宅の入居者又は同居者（以下「公営住宅入居者等」とい

う。）に係る外国人生活保護実施関係情報 

 公営住宅法第１９条（同法第２８条第３項及び第２９条第８項において

準用する場合を含む。）の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事

実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護

実施関係情報 

 公営住宅法第２５条第１項の入居の申込みに係る事実についての審査に

関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 公営住宅法第２７条第５項又は第６項の事業主体の承認の申請に係る事

実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護

実施関係情報 

 公営住宅法第２９条第７項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実

についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実

施関係情報 

 公営住宅法第３２条第１項の明渡しの請求に関する事務 公営住宅入居

者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 公営住宅法第４８条の条例で定める事項に関する事務 公営住宅入居者

等に係る外国人生活保護実施関係情報 

第１９条 条例別表第２の６の項の規則で定める事務は国民健康保険法第７７

条の保険料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項

の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 当該申請を行う納付義務者に係る生活保護実施関係情報 

 当該申請を行う納付義務者に係る外国人生活保護実施関係情報 

第２０条 条例別表第２の７の項の規則で定める事務は国民年金法（昭和３４

年法律第１４１号）第９０条第１項の保険料の免除の申請に係る事実につい

ての審査に関する事務とし、同表の７の項の規則で定める情報は当該申請を

行う被保険者又は被保険者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実

施関係情報とする。 

第２１条 条例別表第２の８の項の規則で定める事務は知的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７号）第１５条の４の障害福祉サービスの提供に関する事
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務とし、同表の８の項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者 

 に係る生活保護実施関係情報 

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者

に係る外国人生活保護実施関係情報 

第２２条 条例別表第２の９の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務

とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該

各号に定める情報とする。 

 住宅地区改良法第２９条第１項において準用する公営住宅法第１８条第

２項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地

区改良法第２条第６項の改良住宅の入居者又は同居者（以下「改良住宅入

居者等」という。）に係る外国人生活保護実施関係情報 

 住宅地区改良法第２９条第１項において準用する公営住宅法第１９条の

家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 

改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 住宅地区改良法第２９条第１項において準用する公営住宅法第２５条第

１項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 改良住宅入

居者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 住宅地区改良法第２９条第１項において準用する公営住宅法第３２条第

１項の明渡しの請求に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保

護実施関係情報 

 住宅地区改良法第２９条第１項において準用する公営住宅法第４８条の

条例で定める事項に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護

実施関係情報 

 住宅地区改良法第２９条第３項の規定によりその例によることとされる

旧公営住宅法第１２条第２項（旧公営住宅法第２１条の２第３項において

準用する場合を含む。）の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関

係情報 

 住宅地区改良法第２９条第３項の規定によりその例によることとされる

旧公営住宅法第２１条の２第２項の割増賃料の徴収に関する事務 改良住

宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 住宅地区改良法第２９条第３項の規定によりその例によることとされる
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旧公営住宅法第２１条の２第３項において準用する旧公営住宅法第１３条

の２の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 

 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

第２３条 条例別表第２の１０の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４の福祉の措置の

実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国

人生活保護実施関係情報 

 老人福祉法第１１条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る

者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 老人福祉法第２８条第１項の費用の徴収に関する事務 同法第１０条の

４第１項又は第１１条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者

に係る外国人生活保護実施関係情報 

第２４条 条例別表第２の１１の項の規則で定める事務は母子保健法（昭和４

０年法律第１４１号）第２１条の４第１項の費用の徴収に関する事務とし、

同表の１１の項の規則で定める情報は同法第２０条の措置に係る未熟児又は

当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。 

第２５条 条例別表第２の１２の項の規則で定める事務は高齢者の医療の確保

に関する法律第５１条第１号の適用除外に係る事実についての確認に関する

事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 当該適用除外となる被保険者等に係る生活保護実施関係情報 

 当該適用除外となる被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

第２６条 条例別表第２の１３の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１

４条第１項若しくは第３項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正 

する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「平成１９年改正法」という。） 

附則第４条第１項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
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自立の支援に関する法律第１４条第１項若しくは第３項の支援給付若しく

は平成１９年改正法附則第４条第１項の支援給付の支給を必要とする状態

にある者若しくは支給を受けていた者（以下「要支援者等」という。）に

係る外国人生活保護実施関係情報 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項（平成１９年改

正法附則第４条第２項において準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）の規定によりその例によることとされる生活保護法第２４条第１

項の開始又は同条第９項の変更の申請に係る事実についての審査に関する

事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項の規定によりそ

の例によることとされる生活保護法第２５条第１項の職権による開始又は

同条第２項の職権による変更に関する事務 要支援者等に係る外国人生活

保護実施関係情報 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項の規定によりそ

の例によることとされる生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関す

る事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項の規定によりそ

の例によることとされる生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項か

ら第３項までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収

金の徴収を含む。）に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施

関係情報 

第２７条 条例別表第２の１４の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 介護保険法第５０条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事

実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護

実施関係情報 

 介護保険法第５１条第１項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事

実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護
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実施関係情報 

 介護保険法第６０条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事

実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護

実施関係情報 

 介護保険法第６１条第１項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係

る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活

保護実施関係情報 

 介護保険法第１２９条第２項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料

を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 介護保険法第１４２条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実

についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実

施関係情報 

 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２７条第１項の

被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該

申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 介護保険法施行規則第３２条の規定による被保険者資格の喪失の届出に

係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生

活保護実施関係情報 

 介護保険法施行規則第８３条の６（同令第９７条の４において準用する

場合を含む。）の市の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１３条第３項の施設介

護サービス費又は同条第５項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に

係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生

活保護実施関係情報 

２ 前項第１号、第２号及び第９号の規定は、健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりな

おその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保

険法第８条第２６項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給

に関する事務について準用する。この場合において、前項第１号及び第２号

中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２

６条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第９号中「介護保険法施行
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規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２ 

第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」

と読み替えるものとする。  

第２８条 条例別表第２の１５の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）第６条の自立支援給付（自立支援医療費を除く。）

の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障

害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害

児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活

保護実施関係情報 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２４条

第２項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当

該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５３条

第１項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申

請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請

に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

外国人生活保護実施関係情報 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５６条

第２項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当

該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報 

第２９条 条例別表第２の１６の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第１項の子

どものための教育・保育給付に係る支給認定の申請に係る事実についての

審査に関する事務 当該申請を行う保護者等に係る外国人生活保護実施関

係情報 

 子ども・子育て支援法第２３条第１項の子どものための教育・保育給付
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に係る支給認定の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当

該変更の申請を行う保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 子ども・子育て支援法第２３条第４項の子どものための教育・保育給付

に係る支給認定の職権による変更に係る事実についての審査に関する事務 

当該支給認定に係る保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

 子ども・子育て支援法第２４条第１項の子どものための教育・保育給付

に係る支給認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務 当該支

給認定に係る保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 

第３０条 条例別表第２の１７の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第１９条第１項に準じて行う

保護の決定及び実施に関する事務 次に掲げる情報 

ア 要保護者等に係る生活保護実施関係情報 

イ 要保護者等に係る生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給付金の

支給に関する情報 

ウ 生活に困窮する外国人に係る生活保護法第５５条の４第１項に準じて

行う就労自立給付金の支給に関する情報 

エ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る県民税又は市民税に関す

る情報 

オ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る公営住宅法第１６条第１

項の家賃の決定及び第１８条第１項の敷金の徴収に関する情報 

カ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る国民健康保険法又は高齢

者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 

キ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る住宅地区改良法第２９条

第１項において準用する公営住宅法第１８条第１項の敷金の徴収に関す

る情報 

ク 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る住宅地区改良法第２９条

第３項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第１２条第

１項の家賃の決定に関する情報 

ケ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る児童扶養手当法（昭和３

６年法律２３８号）第４条第１項の児童扶養手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当関係情報」という。） 
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コ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る特別児童扶養手当等の支

給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第３条第１項の特別児童

扶養手当の支給に関する情報 

サ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第１７条の障害児福祉手当、同法第２６条の２の特別障

害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３

４号）附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関する情報 

シ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る母子保健法第２０条第１

項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 

ス 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る児童手当法（昭和４６年

法律第７３号）第８条第１項（同法附則第２条第３項において準用する

場合を含む。）の児童手当又は特例給付（同法附則第２条第１項の給付

をいう。）の支給に関する情報（以下「児童手当関係情報」という。） 

セ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る介護保険法第１８条第１

号の介護給付、同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給付

の支給に関する情報 

ソ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る介護保険法第１１５条の

４５第１項から第３項までに定める地域支援事業の実施又は同法１２９

条第１項の保険料の徴収に関する情報 

タ 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第６条の自立支援給付の支給に関

する情報 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第２４条第１項に準じて行う

保護の開始又は同条第９項に準じて行う保護の変更の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 前号に掲げる情報 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第２５条第１項に準じて行う

職権による保護の開始又は同条第２項に準じて行う職権による保護の変更

に関する事務 第１号に掲げる情報 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第２６条に準じて行う保護の

停止又は廃止に関する事務 第１号に掲げる情報 

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第６３条に準じて行う保護に

要する費用の返還に関する事務 

  第１号に掲げる情報 
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 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第７７条第１項又は第７８条

第１項から第３項までに準じて行う徴収金の徴収（同法第７８条の２第１

項又は第２項に準じて行う徴収金の徴収を含む。）に関する事務 第１号

に掲げる情報 

第３１条 条例別表第２の１８の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請者に係る生活保護実施関係情報 

イ 当該申請者及び扶養義務者等に係る地方税法その他の地方税に関する

法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎と

なる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。） 

ウ 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保

険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支

給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医療保険給付関係情報」とい

う。） 

エ 当該申請者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 当該助成の受 

給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者（以下「福祉医療費受給者等」

という。）に係る医療保険給付関係情報 

第３２条 条例別表第２の１９の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 前条第１号に掲げる情報 

イ 当該申請者に係る児童扶養手当関係情報 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 福祉医療費受

給者等に係る医療保険給付関係情報 

第３３条 条例別表第２の２０の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 
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 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 第３１条第１号に掲げる情報 

イ 当該申請者に係る児童手当関係情報 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 福祉医療費受

給者等に係る医療保険給付関係情報 

第３４条 条例別表第２の２１の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定の申請に係る事実

についての審査に関する事務 第３１条第１号に掲げる情報 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 福祉医療費受

給者等に係る医療保険給付関係情報 

第３５条 条例別表第２の２２の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事

務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める情報とする。 

 福祉医療費等助成条例第４条第３項の受給資格の認定の申請に係る事実

についての審査に関する事務 第３１条第１号に掲げる情報 

 福祉医療費等助成条例第９条の助成の決定に関する事務 福祉医療費受

給者等に係る医療保険給付関係情報 

（条例別表第３の規則で定める事務及び情報） 

第３６条 条例別表第３の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同

表の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定

める情報とする。 

 子ども・子育て支援法第２０条第１項の子どものための教育・保育給付

に係る支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請

を行う保護者等に係る地方税関係情報 

 子ども・子育て支援法第２３条第１項の子どものための教育・保育給付 

に係る支給認定の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務  当

該変更の申請を行う保護者等に係る地方税関係情報 

 子ども・子育て支援法第２３条第４項の子どものための教育・保育給付

に係る支給認定の職権による変更に係る事実についての審査に関する事務 

当該支給認定に係る保護者等に係る地方税関係情報 
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 子ども・子育て支援法第２４条第１項の子どものための教育・保育給付

に係る支給認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務 当該支

給認定に係る保護者等に係る地方税関係情報 

附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 



 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  平成２７年１２月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第５４号 

   津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第７４

号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式その１中 

「 

「 

第２号様式中 

」 

」 

」 

を 
対
象
者

氏
名

（フリガナ） 性
別

男
・
女

月
日

生
年年 月 日

津市使用欄

住
所 電話        

対
象
者

氏
名

（フリガナ） 性
別

男
・
女

月
日

生
年年 月 日

個人番号

住
所

津 市

使用欄

                       電話 
」 

に、 

を 

」 

「 
対象者から
み た 続 柄

津 市
使用欄

」 

に、 

」 

を 
「 

対象者から
み た 続 柄

個 人
番 号

対象者から
み た 続 柄

個 人
番 号

」 
に、 

を 

氏
名

対象者から
み た 続 柄

津 市
使用欄

住
所

氏
名

対象者から
み た 続 柄

個 人
番 号

住
所

津 市
使用欄

に改める。 

「 

「 

「 

「 

対象者から
み た 続 柄

津 市
使用欄



 第１１号様式中 

氏   名 続 柄 生年月日
同居
別居

の別 現 住 所

世帯主 同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居
」 

を 

「 
氏    名

続 柄 生年月日
同居
別居

の別 現 住 所
個 人 番 号

世帯主 同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居

同居・別居

」 

に 

改める。 

「 
等保
護
者

住 所

氏 名

加

入

医

療

保

険

記 号 ・ 番 号

被 保 険 者
組 合 員
世 帯 主

氏 名
受給者と
の 続 柄

住 所

保 険 種 別
１国保 ２協会 ３組合 ４日雇 

５船員 ６共済 ７後期 

１国保 ２協会 ３組合 ４日雇

５船員 ６共済 ７後期

資格取得（認定）年月日 

所 在 地

名 称

保 険 者 番 号

「 

」 

を 



改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

「 
保
護
者
等

住 所

氏 名

個 人 番 号

加

入

医

療

保

険

記 号 ・ 番 号

被 保 険 者
組 合 員
世 帯 主

住 所

氏 名
受給者と
の 続 柄

個人番号

保 険 種 別
１国保 ２協会 ３組合 ４日雇

５船員 ６共済 ７後期

１国保 ２協会 ３組合 ４日雇

５船員 ６共済 ７後期

資格取得（認定）年月日

所 在 地

名 称

保 険 者 番 号

」 

に 



津市告示第２８１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項及び第１４条の規定に

基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定

により次のとおり告示する。 

 平成２７年１２月２２日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１２月 ３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１２月 ３日 

アスト公共自転車等駐車場  １３２ 平成２７年１２月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２７年１２月 ７日 

アスト公共自転車等駐車場  ２ 平成２７年１２月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１２月１０日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１２月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年１２月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２７年１２月１５日 

２ 保管期間 

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２８２号 

 下記の者の督促状は、住所居所不明のため、送達することができないので、

地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年１２月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○ 

平成２６年度固定資産

税都市計画税４期分督

促状、平成２７年度固定

資産税都市計画税２期

分督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２８３号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５１条の２０及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２４条の２８の規定に基づき、下記のとおり指定特定相談支援事業者及び指

定障害児相談支援事業者を指定したので、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律５１条の３０第２項及び児童福祉法第２４条の３７

第１項の規定により告示する。 

平成２７年１２月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 事業者の名称 

  有限会社 Ｗｉｔｈ Ａ Ｗｉｌｌ 

２ 事業所の名称 

  Ｗｉｔｈ Ａ Ｗｉｌｌ相談支援事業所 

３ 事業所の所在地 

  津市本町２６番１６号 

４ 指定年月日 

平成２８年１月１日 

５ 指定事業の種類 

特定相談支援、障害児相談支援 

６ 事業所番号 

  特定相談支援  ２４３０５０２２８２ 

  障害児相談支援 ２４７０５００４５１ 



津市告示第２８４号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２８の規定に基づき、

下記のとおり指定障害児相談支援事業者を指定したので、同法２４条の３７第

１項の規定により告示する。 

平成２７年１２月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 事業者の名称 

  合同会社おうばいとうり 

２ 事業所の名称 

  パーソンセントラルゆらゆら 

３ 事業所の所在地 

  津市久居北口町９２１番地２３ 

４ 指定年月日 

平成２８年１月１日 

５ 指定事業の種類 

障害児相談支援 

６ 事業所番号 

  ２４７０５００４４４ 



津市告示第２８５号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年１２月２５日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２２０４１４ 平成２７年１０月１日 平成２７年１２月 ３日

９２４３６２８ 平成２７年１１月１８日 平成２７年１１月２９日



津市告示第２８６号 

 下記の者の交付要求通知書は、住所居所不明のため、送達することができな

いので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年１２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 
○○ ○○○ 交付要求通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２８７号 

 下記の者の配当計算書（謄本）、充当通知書及び債権差押解除通知書 は、住

所居所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規

定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２７年１２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべ

き者 

送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○ 

配当計算書（謄本） 

充当通知書 

債権差押解除通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２８８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２７年１２月１７日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２７年１２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２７年１２月１７日に議決を経た予算 

  平成２７年度津市一般会計補正予算（第６号） 

  平成２７年度津市モーターボート競走事業特別会計予算（第２号） 

  平成２７年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２７年度津市介護保険事業特別事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２７年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２７年度津市営浄化槽事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２７年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２７年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２７年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２７年度津市下水道事業会計補正予算（第１号） 

  平成２７年度津市一般会計補正予算（第７号） 



































































津市公告第１４０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２７年１２月２２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２７年１２月１７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市牧町字北浦441番2ほか9筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市大門15番1号 

  日企不動産有限会社 

  代表取締役 古市 齊司 



津市公告第１４１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年１２月２５日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年１２月１９日

２ 抑留期間 平成２８年１月４日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市河芸町

東千里 
雑種 黒茶 雄 

中 ９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２







津市上下水道事業公告第２３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画及び安濃

都市計画下水道事業中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）の変更認可に係る

図書の写しの送付がありましたので、同法第６３条第２項の規定において準用

する同法第６２条第２項の規定により、次の場所において縦覧を供します。 

  平成２７年１２月２１日 

               津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市下水道局下水道建設課 



津市上下水道事業公告第２４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より松阪都市計画下水道

事業中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）の変更認可に係る図書の写しの送付が

ありましたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第

２項の規定により、次の場所において縦覧を供します。 

  平成２７年１２月２１日 

               津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市下水道局下水道建設課 


